
特定技能（飲食料品製造業分野）                                                                 
「食肉小売業（食料品製造を行うものに限る）」追加 対応チェックリスト（社内共有用）                                       
更新日：2026-05-20（JST）                                                             
対象：受入企業の人事・総務／店舗責任者／現場リーダー                                                      
                                                                                
このチェックリストは、e-Gov（パブリック・コメント結果資料）および農林水産省の公表資料に基づき、                              
2026/4/15公布・同日施行と整理されている「飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」の改正点のうち、                      
「食肉小売業（食料品製造を行うものに限る）」の追加に関する実務ポイントを、社内タスクに落としたものです。                            
                                                                                
重要（一次情報の要点）                                                                     
- 2026/4/15公布・同日施行（e-Gov結果資料）                                                   
- 「食肉小売業」を追加（ただし「食料品製造を行うものに限る」）                                                
- 容器包装に入ったもののみを販売する店舗は対象外になり得る趣旨が示されている（結果資料）                                   
                                                                                
※本資料は一般的整理です。対象判定は事業実態・申請類型で変わることがあります。最終判断は一次情報と申請先（地方入管）で個別確認が必要です。           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                



                                                                                
                                                                                
1. 最初にやること（30分で棚卸し）                                                             
                                                                                
[A] 自社（事業所）の「主たる事業」は何か                                                          
□ 事業所の主たる事業（日本標準産業分類等）を確認した                                                     
□ 「飲食料品製造業分野」に該当する根拠（事業内容、売上構成、作業工程等）を整理した                                      
                                                                                
[B] 店舗内で「製造（加工）」を行っているか（食肉小売業の条件）                                               
□ 店舗内で精肉の加工・調製等の製造作業を行っている（作業工程が説明できる）                                          
□ 「容器包装された精肉を販売するだけ」になっていない（対象外になり得る整理に注意）                                      
□ 製造の実態が分かる写真・工程表・機器一覧・衛生管理の運用（記録）を準備できる                                        
                                                                                
[C] 職務（予定業務）の中心が説明できるか                                                          
□ 主たる業務が分野の対象業務として説明できる（“販売中心”に見えないように整理）                                       
□ 求人票・雇用契約・現場運用（実際の担当業務）の間でズレがない                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                



                                                                                
2. 協議会加入・運用（申請前の前提になりやすい）                                                       
                                                                                
[A] 食品産業特定技能協議会への加入（受入れ前）                                                       
□ 受入れ予定の事業所単位で、協議会加入が必要か確認した（一次情報・所管省庁案内）                                       
□ 加入申請のスケジュール（審査期間を含む）を採用計画（COE申請等）に反映した                                        
                                                                                
[B] 協議会で「協議が調った事項」への対応                                                          
□ 協議会からの連絡・要請に対応する担当者を決めた（人事／現場）                                                
□ 社内で周知・記録（いつ、誰が、何に対応したか）できる運用にした                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                



                                                                                
3. 申請前の証跡づくり（よく詰まるポイント）                                                         
                                                                                
[A] 対象性の説明資料（事業実態）                                                              
□ 事業所が行う事業の内容が分かる資料を準備した（会社案内、Web、許認可、取引資料等）                                    
□ 製造（加工）工程が分かる資料を準備した（工程表、作業手順、設備、配置図、写真等）                                      
                                                                                
[B] 職務の説明資料（業務設計）                                                               
□ 職務記述書（主たる業務・付随業務・教育計画）を準備した                                                   
□ “販売中心”と誤解されないように、作業の中心を明確にした                                                  
                                                                                
[C] 役割分担（受入企業／登録支援機関）                                                           
□ 1号特定技能外国人支援計画の実施体制（自社実施／委託）を決めた                                               
□ 委託する場合、登録支援機関との契約・連絡フローを整えた                                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                



                                                                                
4. 入社後のコンプライアンス（最低限の運用）                                                         
                                                                                
[A] 現場運用の整合（書類と実態）                                                              
□ 申請時の業務内容と、実際の従事業務が一致している（配置・シフト・担当表で管理）                                       
□ 業務変更が発生した場合の社内フロー（相談→個別確認→必要手続）を決めた                                           
                                                                                
[B] 引き抜き防止・集中回避等の注意                                                             
□ 協議会の申合せ等がある場合に備え、採用・異動の判断基準を整理した                                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                



                                                                                
5. 相談導線（不許可・長期審査を避ける）                                                           
                                                                                
次のようなケースは、個別確認が必要です（不許可・長期審査のリスクが上がります）。                                        
- 店舗内で「どこまで製造（加工）をしているか」が説明しにくい                                                 
- “販売中心”に見える業務設計になっている／現場実態と書類がズレている                                            
- 協議会加入の要否や手続スケジュールが不明確                                                         
                                                                                
丸忠物産では、一次情報に基づき「対象判定→職務設計→協議会→申請準備」まで短時間で整理し、最短ルートをご提案します。                      
                                                                                
参照した一次情報（URL）                                                                   
- e-Gov（案件ページ・結果）：https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&
Mode=1&id=550004274                                                             
- e-Gov（提出意見・考え方PDF）：https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=00003
12302                                                                           
- 農林水産省（分野ページ）：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html  
- 農林水産省（説明資料PDF・2026年5月版）：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/p
df/tokuteiginou-115.pdf                                                         
- 出入国在留管理庁（特定技能制度 更新情報）：https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                


